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特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて（通知）  
本年６月の住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）の成立を受けて、国土交通

省において、去る８月２９日付けで「マンション標準管理規約」を改正し、マンショ

ン管理組合が民泊を許容する場合、禁止する場合及びその可否を使用細則に委ねる場

合の規定例が示されました。 
特区民泊については、既に平成２８年１１月１１日付けの「特区民泊の円滑な普及

に向けたマンション管理組合等への情報提供について」を参照するよう国土交通省よ

り示されております。しかし、特区民泊を行う可能性のあるマンション管理組合が、

今回の「マンション標準管理規約」の改正を受けて住宅宿泊事業の可否のみを管理規

約に規定した場合には、逆に特区民泊の取扱いについて疑義を広げるおそれもありま

す。 
このため、国土交通省と協議の上で、住宅宿泊事業及び特区民泊の両方について可

否を明らかにする場合の規定例を通知しますので、関係部局と適切に連携の上で、貴

管内で特区民泊を実施する市区町村、マンション管理組合、特区民泊を行おうとする

事業者等への周知につき格別のご配慮をいただくとともに、管理組合や事業者等から

相談を受けた際は、本通知をお示しいただくなどのご対応をよろしくお願いいたしま

す。  
記   

１．特区民泊及び住宅宿泊事業の両方を位置付ける場合の規定例は、以下（１）～（３）

のとおりです。 
特区民泊は許容するが住宅宿泊事業は禁止する場合など、特区民泊と住宅宿泊事

業とで取扱いを異にする場合には、（１）～（３）で示した規定例を組み合わせて管

理規約に定めることが考えられます。  
（１）特区民泊及び住宅宿泊事業を許容する場合の規定例 
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用
途に供してはならない。 



２ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第３条第１項の届出を行って営
む同法第２条第３項の住宅宿泊事業に使用することができる。 
３ 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第１３条第１項の特定認定
を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができ

る。 
（２）特区民泊及び住宅宿泊事業の禁止を明示する場合の規定例 
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用
途に供してはならない。 
２ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第３条第１項の届出を行って営
む同法第２条第３項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 
３ 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第１３条第１項の特定認定
を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 

（３）特区民泊及び住宅宿泊事業の可否を使用細則に委ねる場合の規定例（※） 
（※）新規分譲時の原始規約等において、特区民泊及び住宅宿泊事業の可否を使

用細則に委任しておくこともあり得る。 
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用
途に供してはならない。 
２ 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第３条第１項の届出を行って営
む同法第２条第３項の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについ

ては、使用細則に定めることができるものとする。 
３ 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第１３条第１項の特定認定
を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能

とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。  
２．なお、平成２８年１２月９日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施につ

いて」をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成２９年８月の改正前

の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら

住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしか

ない場合は、原則、特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。

今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可

否に関する規定を設けた場合（管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合）

であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。  


